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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第86期
第３四半期
連結累計期間

第86期
第３四半期
連結会計期間

第85期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高（千円）     67,049,145    22,378,131 95,912,945

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
 　　△1,020,980     △649,015 1,772,362

四半期純損失（△）又は当期純利益

（千円）
    △1,885,261    △1,441,999 1,511,814

純資産額（千円） －     43,116,697 49,732,106

総資産額（千円） －     72,672,611 82,283,665

１株当たり純資産額（円） －     644.66 749.06

１株当たり四半期純損失金額（△）

又は１株当たり当期純利益金額

（円）

    △30.02     △22.96 24.05

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
    －     － －

自己資本比率（％） －     55.7 57.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
    3,415,313 － 2,997,677

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
    △2,541,060 － △4,925,300

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
    △785,954 － △258,831

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－     5,013,082 5,027,329

従業員数（人） －     4,409 4,517

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第86期第３四半期連結累計期間及び第86期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。また、第85期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効

果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

 

３【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。　
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４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 4,409(754)

（注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時雇用者数（嘱託契約の従業員、パートタイマー、期間従業員、派遣社員を含む。）

は、当第３四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数（人）     1,600　(182)

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用

者数（嘱託契約の従業員、パートタイマー、期間従業員、派遣社員を含む。）は、当第３四半期会計期間の平均

人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

製品区分の名称
 当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
　　至　平成20年12月31日）

シャシばね（千円）     6,209,937

精密ばね（千円）     4,981,659

ケーブル（千円）     4,263,799

その他（千円）     3,917,529

合計（千円）     19,372,926

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．内部取引は消去しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

当社グループ（当社及び連結子会社）は、トヨタ自動車株式会社をはじめとして、各納入先より四半期毎及び翌月

の生産計画の提示を受け、当社グループの生産能力を勘案して生産計画をたて生産しております。このため受注状況

の記載を省略しております。

(3) 販売実績

製品区分の名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
　　至　平成20年12月31日）

シャシばね（千円）     6,472,490

精密ばね（千円）     4,937,425

ケーブル（千円）     4,152,345

その他（千円）     6,815,869

合計（千円）     22,378,131

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．内部取引は消去しております。

３．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

金額（千円） 割合（％）

トヨタ自動車(株)     6,084,774     27.2

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

（１）業績の状況

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、当連結会計年度前半までの原油及び原材料価格の高騰、米国に

端を発した世界的な金融危機の影響やそれに伴う急激な円高進行等を背景にして企業収益が大幅に悪化するなど、景

気後退が深刻化する状況となりました。また、金融市場の混乱が各国の実態経済に深刻な影響を与え、世界経済も当連

結会計年度後半に入り急激に悪化する状況となりました。

自動車業界におきましても、世界同時不況を背景にして当連結会計年度後半以降過去に例を見ないほどの大幅かつ

急激な販売台数の減少となりました。

このような状況の中で、当社グループにおきましては、得意先である自動車会社各社の大幅な生産台数の減少、急激

な円高の影響や合弁解消による連結子会社の減少があり、売上高につきましては、２２３億７千８百万円となりまし

た。損益の状況につきましては、売上高の減少、円高、減価償却費の増加などの影響で、５億８百万円の営業損失となり

ました。また、経常損失は６億４千９百万円、四半期純損失は１４億４千１百万円となりました。

製品区分別の売上高の状況は、次のとおりであります。

シャシばねの売上高につきましては、つる巻ばねが減少したことなどにより、６４億７千２百万円となりました。

精密ばねの売上高につきましては、薄板ばねが減少したことなどにより、４９億３千７百万円となりました。

ケーブルの売上高につきましては、コントロールケーブルが減少したことなどにより、４１億５千２百万円となり

ました。

その他の売上高につきましては、非自動車関連商品のキャブレックスが減少したものの、全体では６８億１千５百

万円となりました。

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、売上高はセグメント間の売上高を含んでおります。

［日本］

売上高は１８８億１千万円となりました。営業損益は売上数量減少による付加価値減などの減益要因があり、２千

５百万円の損失となりました。

［北米］

売上高は２４億１千６百万円となりました。営業損益は、原材料価格の上昇により、１億３千３百万円の損失となり

ました。

［アジア］

連結子会社の減少もあり、売上高は２９億２千１百万円となりました。売上数量減少による付加価値減などの減益

要因があり、営業利益は１億３千５百万円となりました。

 

（２）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は５０億１千３百万円となりま

した。

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。　 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は２３億４千４百万円となりました。これは主に、減価償却費１７億２千５百万円、仕

入債務の増加額８億５千６百万円、たな卸資産の減少額６億４千３百万円、賞与引当金の減少額７億３千８百万円な

どによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は１１億７千２百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出１

０億４千２百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は５億６千３百万円となりました。これは主に、配当金の支払額２億５千１百万円、短

期借入金の純減少額２億２千５百万円によるものであります。 

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、９千５百万円であります。

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式     63,855,994     63,855,994

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第一部

単元株式数

1,000株

計     63,855,994     63,855,994 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成18年６月28日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 182

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数 1,000株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 182,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 615

新株予約権の行使期間
自　平成20年８月１日

至　平成24年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

615

（注）１

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうち資本に組み入れる額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切

り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等

増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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２．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、新株予約権の行使時においても、当

社取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役のいずれかの地位にあることを要する。

(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者が、当社取締役もしくは使用人または当社子会社の取締役の全ての地位を

任期満了もしくは辞任による退任、定年による退職または転籍により喪失したときは、当該喪失の日の後一

年間に限り権利行使することができる。ただし、上記以外の原因により、その地位を喪失したときは、新株予

約権者は、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。

(3) 新株予約権の相続はこれを認めない。

(4) その他の新株予約権の行使の条件については、平成18年6月28日開催の当社定時株主総会および平成18年7月

28日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める

ところによる。

平成19年６月25日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 191

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数 1,000株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 191,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 552

新株予約権の行使期間
自　平成21年８月１日

至　平成25年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

552

（注）１

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 

（注）１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうち資本に組み入れる額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切

り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等

増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

２．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、新株予約権の行使時においても、当

社取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役のいずれかの地位にあることを要する。

(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者が、当社取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役の全ての地位を

任期満了もしくは辞任による退任、定年による退職または転籍により喪失したときは、当該喪失の日の後一

年間に限り権利行使することができる。ただし、上記以外の原因により、その地位を喪失したときは、新株予

約権者は、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。

(3) 新株予約権の相続はこれを認めない。

(4) その他の新株予約権の行使の条件については、平成19年6月25日開催の当社定時株主総会および平成19年7月

27日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める

ところによる。
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平成20年６月25日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 221

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数 1,000株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 221,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 397

新株予約権の行使期間
自　平成22年８月１日

至　平成26年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

397

（注）１

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 

（注）１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうち資本に組み入れる額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切

り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等

増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

２．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、新株予約権の行使時においても、当

社取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役のいずれかの地位にあることを要する。

(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者が、当社取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役の全ての地位を

任期満了もしくは辞任による退任、定年による退職または転籍により喪失したときは、当該喪失の日の後一

年間に限り権利行使することができる。ただし、上記以外の原因により、その地位を喪失したときは、新株予

約権者は、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。

(3) 新株予約権の相続はこれを認めない。

(4) その他の新株予約権の行使の条件については、平成20年6月25日開催の当社定時株主総会および平成20年7月

31日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める

ところによる。

 

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年10月１日～

平成20年12月31日
－ 63,855,994 － 10,837,208 － 11,128,923

 

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。 
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（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

①【発行済株式】 

 平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式   1,051,000－ 単元株式数 1,000株

完全議決権株式（その他）  普通株式  61,907,000 61,907 同上

単元未満株式  普通株式     897,994－ －

発行済株式総数            63,855,994 － －

総株主の議決権 － 61,907 －

（注）「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。　

 

②【自己株式等】

 平成20年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

中央発條株式会社
名古屋市緑区鳴海町

字上汐田68番地
1,051,000　- 1,051,000 1.65

計 － 1,051,000　- 1,051,000 1.65

（注）当第３四半期会計期間末現在の自己株式数は1,067,000株であります。

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 425 454 445 424 374 363     355     346     293

最低（円） 364 396 394 347 327 308     220     220     225

（注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

 

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役 

ACK CONTROLS, INC. 取締役社長、

CHUO PRECISION SPRING GLASGOW, INC.

取締役社長

取締役 
 調達部長　兼

 海外事業部長
  土生　武文 平成20年10月1日

取締役 生産改善部長 取締役  生産調査部長   松本　健志 平成20年11月1日

常務取締役 － 常務取締役  経営管理部長 　牧野  彰夫　 平成21年1月1日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1
 5,342,193

※1
 5,243,112

受取手形及び売掛金 ※2
 17,689,917 18,640,202

製品 ※1
 2,184,594

※1
 3,059,564

原材料 ※1
 2,539,543

※1
 2,553,312

仕掛品 ※1
 1,611,326

※1
 1,751,119

貯蔵品 839,044 683,942

繰延税金資産 802,022 1,006,865

未収入金 305,304 550,615

その他 732,437 753,158

貸倒引当金 △74,513 △65,680

流動資産合計 31,971,870 34,176,213

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 25,201,047 25,153,933

減価償却累計額 △16,376,151 △15,833,832

建物及び構築物（純額） ※1
 8,824,895

※1
 9,320,101

機械装置及び運搬具 50,782,065 49,826,962

減価償却累計額 △39,124,388 △38,461,635

機械装置及び運搬具（純額） 11,657,677 11,365,327

土地 ※1
 8,524,927

※1
 8,730,002

建設仮勘定 620,273 1,771,535

その他 8,889,233 9,020,996

減価償却累計額 △7,821,522 △8,111,967

その他（純額） 1,067,711 909,029

有形固定資産合計 30,695,484 32,095,995

無形固定資産

のれん 58,821 83,047

その他 138,873 ※1
 221,557

無形固定資産合計 197,695 304,605

投資その他の資産

投資有価証券 7,637,344 13,561,228

関係会社出資金 360,891 395,463

長期前払費用 197,393 56,947

繰延税金資産 148,040 140,749

前払年金費用 1,138,356 1,202,946

その他 397,856 417,732

関係会社投資評価引当金 △1,777 △1,777

貸倒引当金 △70,544 △66,439

投資その他の資産合計 9,807,561 15,706,851

固定資産合計 40,700,741 48,107,451

資産合計 72,672,611 82,283,665
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 15,680,812 15,741,675

短期借入金 ※1
 1,307,829

※1
 1,307,111

未払金 581,576 1,067,767

未払費用 1,651,317 1,846,261

未払法人税等 202,152 464,229

繰延税金負債 718 479

賞与引当金 825,254 1,567,504

役員賞与引当金 77,225 109,521

製品保証引当金 66,552 95,350

返品調整引当金 260,157 －

その他 ※2
 1,126,156 711,343

流動負債合計 21,779,752 22,911,244

固定負債

長期借入金 ※1
 1,432,933

※1
 1,575,262

繰延税金負債 2,806,084 5,099,424

退職給付引当金 2,662,530 2,478,406

役員退職慰労引当金 353,904 309,788

負ののれん 103 42,277

その他 520,604 135,155

固定負債合計 7,776,161 9,640,315

負債合計 29,555,914 32,551,559

純資産の部

株主資本

資本金 10,837,208 10,837,208

資本剰余金 11,128,923 11,128,923

利益剰余金 16,399,082 18,823,464

自己株式 △525,680 △510,142

株主資本合計 37,839,534 40,279,453

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,396,750 6,882,942

繰延ヘッジ損益 △3,590 △4,447

海外子会社の土地再評価差額金 242,073 242,073

為替換算調整勘定 △997,200 △334,047

評価・換算差額等合計 2,638,032 6,786,521

新株予約権 28,013 19,265

少数株主持分 2,611,117 2,646,865

純資産合計 43,116,697 49,732,106

負債純資産合計 72,672,611 82,283,665
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 67,049,145

売上原価 60,575,132

売上総利益 6,474,012

返品調整引当金繰入額 260,157

差引売上総利益 6,213,855

販売費及び一般管理費 ※
 7,396,504

営業損失（△） △1,182,649

営業外収益

受取利息 23,462

受取配当金 348,694

負ののれん償却額 42,173

持分法による投資利益 47,345

その他 131,709

営業外収益合計 593,385

営業外費用

支払利息 63,769

為替差損 303,708

固定資産除売却損 43,685

その他 20,553

営業外費用合計 431,715

経常損失（△） △1,020,980

特別利益

過年度製品保証費用戻入額 138,776

その他 6,204

特別利益合計 144,981

特別損失

前期損益修正損 153,854

投資有価証券評価損 110,687

たな卸資産評価損 107,037

その他 622

特別損失合計 372,201

税金等調整前四半期純損失（△） △1,248,200

法人税、住民税及び事業税 341,277

法人税等調整額 226,411

法人税等合計 567,688

少数株主利益 69,372

四半期純損失（△） △1,885,261
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 22,378,131

売上原価 20,110,779

売上総利益 2,267,351

返品調整引当金繰入額 260,157

差引売上総利益 2,007,194

販売費及び一般管理費 ※
 2,515,284

営業損失（△） △508,089

営業外収益

受取利息 6,043

受取配当金 155,782

受取保険金 55,586

負ののれん償却額 103

持分法による投資利益 14,674

その他 13,227

営業外収益合計 245,418

営業外費用

支払利息 16,045

為替差損 355,393

固定資産除売却損 12,160

その他 2,745

営業外費用合計 386,344

経常損失（△） △649,015

特別利益

投資有価証券売却益 360

新株予約権戻入益 291

その他 25

特別利益合計 676

特別損失

投資有価証券評価損 77,679

その他 369

特別損失合計 78,048

税金等調整前四半期純損失（△） △726,387

法人税、住民税及び事業税 155,449

法人税等調整額 531,081

法人税等合計 686,531

少数株主利益 29,081

四半期純損失（△） △1,441,999
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △1,248,200

減価償却費 3,872,007

のれん償却額 △17,947

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,492

賞与引当金の増減額（△は減少） △711,912

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △32,295

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 44,115

製品保証引当金の増減額（△は減少） △28,776

返品調整引当金の増減額（△は減少） 260,157

退職給付引当金の増減額（△は減少） 208,064

前払年金費用の増減額（△は増加） 64,589

受取利息及び受取配当金 △372,156

支払利息 63,769

持分法による投資損益（△は益） △47,345

投資有価証券評価損益（△は益） 110,687

前期損益修正損益（△は益） 153,854

売上債権の増減額（△は増加） 702,015

たな卸資産の増減額（△は増加） 632,197

仕入債務の増減額（△は減少） 173,259

その他の流動負債の増減額（△は減少） △166,465

その他 △4,619

小計 3,669,491

利息及び配当金の受取額 372,156

利息の支払額 △63,769

法人税等の支払額 △562,565

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,415,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △164,048

定期預金の払戻による収入 29,190

有形固定資産の取得による支出 △2,521,133

有形固定資産の売却による収入 11,056

無形固定資産の取得による支出 △12,523

投資有価証券の取得による支出 △6,249

投資有価証券の売却による収入 6,300

貸付けによる支出 △34,003

貸付金の回収による収入 150,756

その他 △407

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,541,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △9,522

長期借入れによる収入 38,875

長期借入金の返済による支出 △52,238

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △191,155

自己株式の取得による支出 △15,537

配当金の支払額 △502,551

少数株主への配当金の支払額 △53,823

財務活動によるキャッシュ・フロー △785,954

現金及び現金同等物に係る換算差額 △102,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,247

現金及び現金同等物の期首残高 5,027,329

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,013,082
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による

原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定しております。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は46,361千円増

加、税金等調整前四半期純損失は153,398千円増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

 (2) 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適

用

　　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決

算上必要な修正を行っております。

　これによる、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響は軽微であ

ります。
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当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

 (3) リース取引に関する会計基準の適用

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基

準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から

適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれら

の会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有

権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　これによる、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありませ

ん。

 

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．たな卸資産の評価方法 　当第３四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出については、実地たな卸

を省略し、第２四半期連結累計期間末に係る実地たな卸高を基礎として合理的

な方法により算定しております。

２．法人税等並びに繰延税金資産及び

繰延税金負債の算定方法

　当第３四半期連結累計期間に係る法人税等の算定については、加減算項目や税

額控除項目を重要なものに限定する等の簡便的な方法によっております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　　該当事項はありません。
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【追加情報】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．有形固定資産の耐用年数の

変更

当社及び国内子会社は、法人税法の改正に伴い、機械装置については、従来耐用年

数を７～12年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より７～10年に変更し

ました。

この変更は、法人税法の改正を機に機械装置の使用状況を調査し、より実態に合わ

せた償却年数へ見直したものであります。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四

半期純損失は、それぞれ195,104千円増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

２．返品調整引当金の計上 一部の国内子会社において、季節商品であるタイヤチェーンの返品に備えるため、

第３四半期連結会計期間の売上高に対して過去の返品実績率に基づく将来の返品見

込額を返品調整引当金として計上しております。 

当第３四半期連結会計期間末における計上額は260,157千円であります。 

なお、タイヤチェーンの返品は当連結会計年度末までに完了するため、当引当金は

当連結会計年度末には全額を取り崩す予定です。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　担保資産

担保に供している資産で、事業の運営において重要

なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著

しい変動が認められるものは、次のとおりであります。

※１　担保資産

担保に供している資産は次のとおりであります。

　定期預金 1,299千円

　たな卸資産 298,364 

　建物及び構築物 30,725 

　土地 166,736 

計 497,125 

 

　定期預金 1,643千円　

　たな卸資産 328,200 

　建物及び構築物 320,552 

　土地 390,776 

　無形固定資産 99,836 

計 1,141,009 

 
　　　上記に対応する債務は以下のとおりであります。 　　　上記に対応する債務は以下のとおりであります。

　短期借入金 35,207千円

　長期借入金 15,625 

計 50,832 

 

　短期借入金 242,192千円

　長期借入金 219,375 

計 461,567 

 
なお、上記担保資産のうち、たな卸資産298,364千円

については、借入限度額129,800千円（11,800百万RP）

に対する担保提供でありますが、第３四半期連結会計

期間末日現在、借入金残高はありません。

また、定期預金1,299千円（429千THB）は、公共施設

利用のための預金であり、借入金残高に対応しており

ません。

なお、上記担保資産のうち、土地12,934千円、建物及

び構築物7,744千円、たな卸資産328,200千円について

は、借入限度額142,780千円（11,800百万RP）に対する

担保提供でありますが、連結会計年度末日現在、借入金

残高はありません。

また、定期預金1,643千円（429千THB）は、公共施設

利用のための預金であり、借入金残高に対応しており

ません。

※２　当第３四半期連結会計期間末日の満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済処理をしてお

ります。

なお、当第３四半期連結会計期間末日は金融機関の

休日であったため、次の満期手形が当第３四半期連結

会計期間末日の残高に含まれております。

　受取手形 236,044千円

　支払手形 215,470 

　設備支払手形 124,128 

―――

 

なお、設備支払手形は流動負債の「その他」に含め

て表示しております。
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（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。　

　荷造発送費 1,627,598千円

　報酬・給与・手当 2,650,221 

　賞与引当金繰入額 186,878 

　役員賞与引当金繰入額 77,464 

　福利厚生費 596,047 

　退職給付費用 197,174 

　役員退職慰労引当金繰入額 57,406 

　製品保証引当金繰入額 27,279 

　貸倒引当金繰入額 15,251 

　技術開発費 280,913 

　のれん償却額 24,226 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。　

　荷造発送費 533,169千円

　報酬・給与・手当 779,874 

　賞与引当金繰入額 186,878 

　役員賞与引当金繰入額 22,190 

　福利厚生費 215,281 

　退職給付費用 108,650 

　役員退職慰労引当金繰入額 16,033 

　製品保証引当金繰入額 3,459 

　貸倒引当金繰入額 7,565 

　技術開発費 95,006 

　のれん償却額 8,075 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※　　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

 （千円）

　現金及び預金勘定 5,342,193

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △329,110

　現金及び現金同等物 5,013,082
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平

成20年12月31日）

　１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式　　　　　　　　　63,855千株

 

　２．自己株式の種類及び株式数

　　普通株式　　　　　　　　　 1,067千株

 

　３．新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

　　(1)新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　親会社　　28,013千円

　　(2)行使可能期間の初日が到来していない新株予約権の四半期連結会計期間末残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 親会社　　10,359千円

 

　４．配当に関する事項

配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月25日

定時株主総会
普通株式 251,333 4平成20年３月31日平成20年６月26日利益剰余金

平成20年10月31日

取締役会
普通株式 251,218 4平成20年９月30日平成20年11月28日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年12月31日）　

　　当社グループは、製品の種類、性質、製造方法等の類似性から判断して、同種・同系列の自動車部品等を

　専ら製造販売しておりますので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

 

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

 
日本
（千円）

北米
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 17,685,6042,363,9712,328,55522,378,131 － 22,378,131

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,124,63752,112593,1791,769,929(1,769,929)－

計 18,810,2412,416,0842,921,73424,148,060(1,769,929)22,378,131

営業利益又は営業損失（△） △25,005△133,055135,122△22,937(485,151)△508,089

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

 
日本
（千円）

北米
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 52,745,8867,914,2836,388,97567,049,145 － 67,049,145

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,685,70468,9002,054,8395,809,445(5,809,445)－

計 56,431,5907,983,1848,443,81472,858,590(5,809,445)67,049,145

営業利益又は営業損失（△） △102,559△211,551557,386243,275(1,425,924)△1,182,649

　（注）１．国又は地域は、地理的隣接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米：米国

アジア：台湾、タイ、インドネシア、中国

３．会計処理方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１．(1)に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用

しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損失は、日本で

46,361千円増加しております。

４．追加情報

　　当社及び国内子会社は、第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損失は、日本で

195,104千円増加しております。
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【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,366,514 2,543,893 30,108 4,940,515

Ⅱ　連結売上高（千円）             22,378,131

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
10.6 11.4 0.1 22.1

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 7,922,635 6,979,663 206,310 15,108,609

Ⅱ　連結売上高（千円）             67,049,145

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
11.8 10.4 0.3 22.5

　（注）１．国又は地域は、地理的隣接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米：米国、カナダ

アジア：台湾、タイ、インドネシア、インド、トルコ、中国

その他：イギリス、ドイツ、南アフリカ

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

（有価証券関係）

　当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）　

　その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計

年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

株式 1,689,672 7,353,901 5,664,229

合計 1,689,672 7,353,901 5,664,229

 

　前連結会計年度末（平成20年３月31日）

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

株式 1,800,188 13,275,927 11,475,739

合計 1,800,188 13,275,927 11,475,739
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 644.66円 １株当たり純資産額 749.06円

 

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末　
　（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 43,116,697 49,732,106

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）　 2,639,130 2,666,130

（うち新株予約権）　 (28,013) (19,265)

（うち少数株主持分） (2,611,117) (2,646,865)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額　　（千

円）　
40,477,566 47,065,975

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末　　

　（期末）の普通株式の数（株）　
62,788,811 62,833,416

 

２．１株当たり四半期純損失金額

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 30.02円 １株当たり四半期純損失金額 22.96円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。

 

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

当第３四半期連結累計期間
　（自　平成20年４月１日　　　　　
　　　　　　　　　
 　 至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
　（自　平成20年10月１日　　　　　
　　　　　　　　　
 　 至　平成20年12月31日）

四半期純損失（千円） 1,885,261 1,441,999

普通株主に帰属しない金額（千円）　  －  －

普通株式に係る四半期純損失（千円）　 1,885,261 1,441,999

期中平均株式数（株）　 62,810,312 62,794,933

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式で、前連結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要

平成20年８月22日発行の新株予

約権221個（普通株式221,000

株）。

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、（２）新

株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。

平成20年８月22日発行の新株予

約権221個（普通株式221,000

株）。

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、（２）新

株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。

 

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

 

２【その他】

平成20年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額………………………251,218,000円

（ロ）１株当たりの金額……………………………………４円

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成20年11月28日

（注）平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っており

ます。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  平成２１年２月９日

中央発條株式会社   

取締役会　御中   

 監査法人トーマツ 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 西松　真人　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 淺井　孝孔　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中央発條株式会

社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２０年１０月１

日から平成２０年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年１２月３１日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中央発條株式会社及び連結子会社の平成２０年１２月３１日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

 

　追記情報

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載のとおり、会社は第１四半期連結会計期間から

棚卸資産の評価に関する会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し四半期連結財務諸表を作成して

いる。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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